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平成３１年 第２回 上里町農業委員会 議事録 

開催年月日 平成３１年２月２５日（月） 開 催 場 所 上里町役場４階 協議会室 

開 議 時 刻 午後１時３０分 閉 議 時 刻 午後２時３０分 

議 長 吉澤 英彰 議事参与者 なし 

出席した事務局職員 事務局長：及川慶一  事務局係長：戸矢信男 主事：田島一成 書  記 事務局主事 田島一成 

委 員 出 席 状 況 

席次番号 氏       名 摘  要 席次番号 氏       名 摘  要 

会長 吉澤 英彰 ○ - 坂本 克次 ○ 

会長代理 入 文隆 ○ - 小暮 榮 ○ 

１ 青木 猛 ○ - 橋爪 一松 ○ 

２ 川田 貴之 ○ - 小林 進 ○ 

３ 藤島 廣二 ○ - 横尾 邦雄 ○ 

４ 黒澤 順子 ○ - 須賀 庄衛 ○ 

５ 松本 初美 ○ - 清水 晴保 ○ 

６ 敷地 友好 ○ - 松下 幸治 ○ 

７ 並木 利明 ○ - 石関 準一 ○ 

８ 板垣 幸一 ○ - 安藤 利一 × 

９ 松本 保夫 ○ - 関根 健次 ○ 

１０ 根岸 好行 ○ - 岩田 弘一 ○ 

１１ 和田山 玉彦 ○ - 齊藤 直 ○ 

１２ 紙田 晴夫 ○    
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会議進行状況 

 

［開    会］ 

 

 

日程第１ 

会議録署名委員及び書記の

選任について 

 

 

 

日程第２ 議案第３号 

農地法第３条の規定による

許可申請について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまの出席委員は１４名であります。よって、上里町農業委員会会議規則第６条の規定により定足数

に達しておりますので、これより平成３１年第２回上里町農業委員会定例会を開会いたします。 

 

日程第１ 会議録署名委員及び書記の選任について、こちらからご指名をさせていただきます。 

議席番号２番 川田 貴之 委員 

議席番号３番 藤島 廣二 委員 

に会議録署名委員をお願いします。 

書記については、事務局 田島主事 にお願いします。 

 

日程第２ 議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について、１番から５番を提案いたします。事

務局による説明を求めます。 

 

農地法第３条の説明をさせていただきます。１番ですが、賃借人 上里町大字○○△△△の△ ○○ ○

○氏、賃貸人 上里町大字○○△△△ ○○ ○○氏です。土地の所在は大字○○字○○○△△△ 外１筆、

計１，３９４㎡、青地であり、地目は畑、賃借人の居住地から申請地までは約６３０ｍ、権利内容は２年間

の賃貸借権設定、賃借人の耕作面積は１，３０９㎡、すべて自作でございます。従農者数は３人、機械に関

しては耕うん機２台を所有、その他近隣農家より借受、作付品目は水稲とのことです。賃借人は６２歳の兼

業農家であり、経営規模維持の為申請となりました。この案件について、権利内容が賃貸借権の設定となっ

ておりますが、こちらは、地権者の要望です。地権者は７６歳ということで、先々のことを考え、早め早め

に農業委員会を通じた貸借をしたいという要望がございました。しかし、上里町の基盤強化法による貸借は

５月と１１月の年２回のみしか行っておりません。一方、今回の農地法による貸借は農地法３条の要件を満

たせば、一般的な３条の売買と同様、毎月受付をしております。そのため、５月の基盤強化法による貸借を

待たずに、今回の農地法による貸借の申請となりました。 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２番ですが、譲受人 上里町大字○○△△△の△ ○○ ○○氏、譲渡人 上里町大字○○△△△の△ ○

○ ○○氏です。土地の所在は大字○○字○○○△△△、３，３２３㎡、青地であり、地目は田、譲受人の

居住地から申請地までは約８１０ｍ、権利内容は売買による所有権移転、譲受人の耕作面積は１，３０９㎡、

すべて自作でございます。従農者数は３人、機械に関しては耕うん機２台を所有、その他近隣農家より借受、

作付品目は水稲とのことです。賃借人は６２歳の兼業農家であり、経営規模維持の為申請となりました。 

３番ですが、譲受人 上里町大字○○△△△の△ ○○ ○○氏、譲渡人 上里町大字○○△△△の△ ○

○ ○○氏です。土地の所在は大字○○字○○○△△△の△ 外１筆、計１５３．３３㎡、農業振興地域外

であり、地目は畑、譲受人の居住地から申請地までは約２１０ｍ、権利内容は贈与による所有権移転、譲受

人の耕作面積は５，７０５㎡、すべて自作でございます。従農者数は２人、機械に関してはトラクター１台、

田植機１台を所有、作付品目は葉菜類とのことです。譲受人は７６歳の専業農家であり、経営規模維持の為

申請となりました。この案件について、権利内容が贈与による所有権移転となっておりますが、こちらは、

議案第５号の１番の案件と関連するものでございます。議案第５号の１番の案件は宅地造成の申請ですが、

一部、本案件の譲受人の農地を使用しての計画となっております。宅地造成用地として本案件の譲受人が提

供する農地の代わりに、本案件の農地を取得したいため申請となりました。 

４番ですが、譲受人 上里町大字○○△△△ ○○ ○○氏、譲渡人 行田市大字○○△△△の△ 公益

社団法人○○○○です。土地の所在は大字○○字○○○△△△、２，１９２㎡、青地であり、地目は畑、譲

受人の居住地から申請地までは約４ｋｍ、権利内容は売買による所有権移転、譲受人の耕作面積は３０４，

６０８㎡、うち自作が３３，３３９㎡、借受が２７１，２６９㎡でございます。従農者数は３人、機械に関

してはトラクター５台、コンバイン２台、田植機１台、農業用トラック５台を所有、作付品目は水稲及び露

地野菜とのことです。譲受人は６８歳の専業農家であり、経営規模拡大の為申請となりました。 

５番ですが、譲受人 上里町大字○○△△△の△ ○○ ○○氏、譲渡人 美里町大字○○△△△ ○○

○○氏です。土地の所在は大字○○字○○○△△△、３６４㎡、青地であり、地目は畑、譲受人の居住地か

ら申請地までは約１．２ｋｍ、権利内容は売買による所有権移転、譲受人の耕作面積は２０，４８２㎡、す

べて自作でございます。従農者数は１人、機械に関しては耕うん機１台、クレーン付トラック３台、軽トラ

ック３台、バックフォー１台を所有、作付品目は植木とのことです。譲受人は４７歳の造園業者であり、経
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日程第３ 議案第４号 

 

 

議    長 

 

並木 利明 委員 

 

 

根岸 好行 委員 

 

 

松本 保夫 委員 

 

 

石関 準一 委員 

 

 

議    長 

 

議    長 

 

議    長 

 

議    長 

 

議    長 

営規模拡大の為申請となりました。 

 

以上で事務局による説明を終わります。担当地区の農業委員・推進委員どちらかの意見をお願いします。 

 

１番・２番について 

問題ありません。 

 

３番について 

周辺は住宅の為、問題ありません。 

 

４番について 

問題ありません。 

 

５番について 

現地は現在、家庭菜園をしております。問題ありません。 

 

ありがとうございました。質疑のある方は順次発言をお願いします。 

 

質疑がないようですので、採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

～異議なしの声あり～ 

ご異議なしと認め、申請どおり許可と決定したいと思いますので、賛成委員の挙手をお願いいたします。 

～挙手全員～ 

挙手全員でありますので、申請どおり許可とすることに決定いたします。 

 

日程第３ 議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請について、１番を提案いたします。事務局によ
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農地法第４条の規定による

許可申請について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第４ 議案第５号 

農地法第５条の規定による

許可申請について 

 

 

 

 事  務  局 

 

 

 

 

  

議    長 

 

清水 晴保 委員 

 

 

議    長 

 

議    長 

 

議    長 

 

議    長 

 

議    長 

 

 

事  務  局 

る説明を求めます。 

 

農地法第４条の説明をさせていただきます。 

１番ですが、上里町大字○○△△△ （株）○○○○の転用です。土地の所在は大字○○字○○○△△△

の△ 外１筆、計１，９４４㎡、地目は田、転用目的は農機具保管施設、申請人の職業は農地所有適格法人、

形態は新設、申請地は農業振興地域内であり、農振農用地です。宅地に接続しています。現状、農機具や農

業資材の保管場所が手狭となっており、また今後、事業の拡大を予定しているため建設するものです。 

 

以上で事務局による説明を終わります。担当地区の農業委員・推進委員どちらかの意見をお願いします。 

 

１番について 

問題ありません。 

 

ありがとうございました。続きまして、質疑のある方は順次発言をお願いします。 

 

質疑がないようなので、採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

～異議なしの声あり～ 

ご異議なしと認め、申請どおり許可相当としたいと思いますので、賛成委員の挙手をお願いいたします。 

～挙手全員～ 

挙手全員でありますので、申請どおり許可相当とすることに決定いたします。 

 

日程第４ 議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請について、１番から７番を提案いたします。事

務局による説明を求めます。 

 

農地法第５条の説明をさせていただきます。 
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１番ですが、譲受人 本庄市○○△の△の△ （株）○○○○、譲渡人 上里町大字○○△△△の△ ○○ 

○○氏 外２名です。土地の所在は大字○○字○○○△△△の△ 外４筆、計２２１８．２３㎡、地目は畑、

権利内容は売買による所有権移転、転用目的は１１区画の宅地造成、譲受人の職業は建築・不動産業、形態

は新設、申請地は農業振興地域外であり、第３種農地です。宅地に接続しています。申請地は駅に近く住宅

地に適しているため、宅地造成後、整備された土地を購入希望者に販売するものです。 

２番ですが、譲受人 上里町大字○○△△△の△ （株）○○○○、譲渡人 上里町大字○○△△△の△ ○

○ ○○氏です。土地の所在は大字○○字○○○△△△の△、９８７㎡、地目は畑、権利内容は売買による

所有権移転、転用目的は３区画の宅地造成、譲受人の職業は不動産業、形態は新設、申請地は農業振興地域

外であり、第３種農地です。宅地に接続しています。申請地周辺は住宅に囲まれ、住宅地に適しているため、

宅地造成後、整備された土地を購入希望者に販売するものです。 

３番ですが、譲受人 上里町大字○○△△△の△アパート名○○ ○○ ○○氏、譲渡人 本庄市○○△の

△の△ ○○ ○○氏です。土地の所在は大字○○字○○○△△△の△ ２８５㎡、地目は畑、権利内容は

売買による所有権移転、転用目的は一般住宅、譲受人の職業は会社員、形態は新設、申請地は農業振興地域

外であり、第３種農地です。宅地に接続しています。譲受人は現在借家暮らしをしており、子供の成長に伴

い手狭になってきたため自己用住宅を建設するものです。 

４番ですが、借人 上里町大字○○△△△の△アパート名○○ ○○ ○○氏、貸人 上里町大字○○△△

△の△ ○○ ○○氏です。土地の所在は大字○○字○○○△△△の△ ７．９７㎡、地目は畑、権利内容

は２０年間の使用貸借権設定、転用目的は進入路、借人の職業は会社員、形態は新設、申請地は農業振興地

域外であり、第３種農地です。宅地に接続しています。借人の自己用住宅への進入路として使用するもので

す。現地には現在砂利が敷いてあるため、始末書の添付がございます。 

５番ですが、譲受人 群馬県伊勢崎市○○△△△アパート名○○ ○○ ○○氏 外１名、譲渡人 上里町

大字○○△△△ ○○ ○○氏です。土地の所在は大字○○字○○○△△△の△ 外１筆、計３３７㎡、地

目は畑、権利内容は売買による所有権移転、転用目的は一般住宅、譲受人の職業は看護師、形態は新設、申

請地は農業振興地域内であり、第１種農地とみられます。宅地に接続しています。譲受人は現在借家暮らし

をしており、子どもの成長に伴い手狭になってきたため自己用住宅を建設するものです。 
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議     長 

 

根岸 好行 委員 

 

 

和田山 玉彦委員 

 

 

橋爪 一松 委員 

 

 

齋藤 直 委員 

 

 

紙田 晴夫 委員 

６番ですが、借人 上里町大字○○△△△の△ ○○ ○○氏、貸人 上里町大字○○△△△ ○○ ○○

氏です。土地の所在は大字○○字○○○△△△の△ １３３㎡、地目は畑、権利内容は２０年間の使用貸借

権設定、転用目的は駐車場としての敷地拡張、借人の職業は会社員、形態は拡張、申請地は農業振興地域内

であり、第１種農地とみられます。宅地に接続しています。借人は申請地北側に暮らしており、子どもの車

両が増え駐車スペースが不足となったため、敷地を拡張するものです。 

７番ですが、譲受人 上里町大字○○△△△ ○○ ○○氏、譲渡人 上里町大字○○△△△ ○○ ○○

氏です。土地の所在は大字○○字○○○△△△の△ ２２㎡、地目は畑、権利内容は売買による所有権移転、

転用目的は進入路、譲受人の職業は無職、形態は新設、申請地は農業振興地域内であり、第１種農地とみら

れます。宅地に接続しています。申請地北側にある譲受人所有の農地への進入路として使用するものです。 

 

以上で事務局による説明を終わります。担当地区の農業委員・推進委員どちらかの意見をお願いします。 

 

１番について 

問題ありません。 

 

２番について 

住宅地の中ですので、問題ありません。 

 

３番・４番について 

始末書があるので、問題ありません。 

 

５番について 

問題ありません。 

 

６番について 
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［閉    会］ 

 

 

 

 

 

松本 保夫 委員 

 

 

議    長 

 

議    長 

 

議    長 

 

議    長 

 

会 長 代 理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題ありません。 

 

７番について 

問題ありません。 

 

ありがとうございました。続きまして、質疑のある方は順次発言をお願いします。 

 

質疑がないようなので、採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

～異議なしの声あり～ 

ご異議なしと認め、申請どおり許可相当としたいと思いますので、賛成委員の挙手をお願いいたします。 

～挙手全員～ 

挙手全員でありますので、申請どおり許可相当とすることに決定いたします。 

 

以上で全ての日程が終了いたしました。長時間にわたる慎重審議をいただきありがとうございました。 

これをもちまして、本日の定例会を閉会いたします。 
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     上記の会議の顛末に相違ないことを証明する。 

 

     平成３１年２月２５日 

 

 

 

議   長 

                                        印  

 

（川田 貴之 委員） 

署 名 人 

                                        印  

 

（藤島 廣二 委員） 

署 名 人 

                                        印  


